
2024年の改正では、育児に対する配慮を要する子の年齢がこ
れまでよりも引き上げられたことを中心に大きく3つの改正が
なされます。2022年の大幅改正から、わずか2年で再び改正さ
れているため、対応に漏れがないか、適切に対応できている
か、今一度見直すことが肝要です。近年の改正経過を整理し
つつ、今回の改正内容とその対応方法・先行事例について解
説・紹介します。

①就業規則簡易診断
育児介護休業法に対応できているか弁護士が確認！

②弁護士による無料法律相談（1時間、初回限定）

③講演資料
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弁護士法人ALG＆Associates
執行役員・弁護士

家永 勲氏

WEBセミナー

https://www.obc.co.jp/25ikukyu

https://www.obc.co.jp/25ikukyu
※右の二次元コードからもお申込み可能です。

お申込み

https://www.obc.co.jp/25ikukyu


家永 勲氏
弁護士法人ALG＆Associates 執行役員 弁護士

企業法務全般の法律業務を得意とし、使用者側の労働審判、労働関係訴訟の代理人を務める等、企業
側の紛争及び予防法務に主として従事。企業法務におけるトラブルへの対応とその予防策についてセ
ミナーや執筆も多数行っている。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q＆A」や「障害者雇用のハンドブック」（いずれ
も労働調査会）など。

※ 講師・共催企業と同業の方、弁護士の方、個人の方はお申込みをお断りする場合がございます。
※ 講師・講演内容は予告なく変更になる可能性がございます。
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講師紹介

会社の利益を守ります
就業規則など各種規則等の作成、退職勧奨・整理解雇など手続き支援、
企業の利益を最大化するための様々な場面で会社を守る方策をご提案します。

お申込み ※右の二次元コードからもお申し込みいただけます。

2025年施行育児・介護休業法
～改正ポイントの理解と対応、判例にみるNG対応を弁護士が解説～

（１）2022年改正内容のおさらい

（２）2024年改正の内容
・対象となる子の年齢の拡充、行事参加も看護休暇に。子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
・従業員300人超から対象に。育児休業の取得状況公表義務の拡充
・個別周知、意向確認義務化！仕事と介護の両立支援制度の強化

（３）改正に対応する、就業規則等規程への具体的対応

（４）マタニティハラスメントに関する裁判例
・妊娠・育休をきっかけに異動及び役割を減免したことが、不利益取扱いに該当【最高裁判所 平成26年10月23日判決】
・妊娠を契機とした嫌がらせが不法行為に該当【東京高等裁判所 令和5年10月25日判決】

（５）事例紹介
・男性従業員の育休取得により満足度向上、管理職業務の一部を経験、人材定着に効果的（情報サービス業、従業員131名）
・採用活動に育休取得率向上や取得者のアンケートを活用し、応募者数・内定承諾者数の向上に（サービス業、390名）

※本セミナーは2024年12月に収録した録画を配信いたします。

日時 2025年1月29日（水）

2025年2月27日（木）いずれも10:30～11:30 （開始15分前からアクセス可）

※Zoomで配信いたします。

定員 1,000名（参加費無料／事前登録制）

対象 経営者、経営層、人事労務責任者の方 等

主催 弁護士法人ALG＆Associates／株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO／宝印刷株式会社／
株式会社オービックビジネスコンサルタント

お問い合わせ 株式会社オービックビジネスコンサルタント
坂本／山口 mail：obc-as@obc.co.jp
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